
実施スケジュール

２７年度 ２８年度 ２９年度以降
３月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月

１　法令遵守に対する意識改革
　　　（１）公正確保対策委員会（既存） 　　　　　　（４月）               （10月） 　　　　　（４月）
　　 　　　公正確保規律委員会（新規）

　　　　設立 委員会の開催（毎月）

　　　（２）定期的な訓示会の実施
　　　　　　○調教師対象

　　月初めの開催初日に実施（年１２回）
　　　　　　○騎手対象

　　開催毎初日に実施（年２６回）

　　　（３）法令遵守の強化及び情報共有を目的とした勉強会の実施 　　調教師・騎手対象：４半期に１回

　　きゅう務員対象：毎月

      （４）全調教師・騎手・きゅう務員に対する面談の実施 　　新規きゅう務員：随時

　　調教師・騎手・きゅう務員：年２回

２　規律の厳格化及び監視体制の強化
      （１）騎手・きゅう務員所有の携帯電話の管理強化
　　　　   ○騎　　手　【初日騎乗のある騎手】

　　開催前日の調整ルーム入室時から連続開催最終日の最終競走終了まで　　
　　　　※きゅう舎警備室で一括管理

　　　　　　　　　　　　  【初日騎乗のない騎手】
　　開催初日の午前１０時から連続開催最終日の最終競走終了まで
　　　　※きゅう舎警備室で一括管理

　　　　　○厩務員及びきゅう舎内居住者
　　開催初日の午前１０時から連続開催最終日の最終競走終了まで
　　　　※きゅう務員：調教師が一括してきゅう舎警備室に預ける
　　　　※きゅう舎内居住者：調教師が一括管理することを検討中

　　　（２）電話投票委託会社との連携強化
　　　きゅう舎関係者の勝馬投票券購入履歴等のチェック体制構築に向け協議

　　　（３）競馬場内の監視体制の強化
     　　　 ○きゅう舎巡回実施の強化

　　　主催者・調教師会共同できゅう舎巡回指導（月１回）
　　　　　　○整理専門委員として警察退職者を配置

２８年４月より新たに配置
　　　　　　○競馬保安協会の駐在員の常駐

３　お客様等とのコミュニケーションの場の形成
　　　（１）競馬開催及び地域活動への積極参加

　　　競馬場周辺美化活動・ファンサービス等（随時）
　　　（２）お客様ご意見箱の設置

４　その他
　　　競馬運営委託会社社員への研修強化

　　研修：年２回実施

実施項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度

　　　　　　　　　　　　※地全協、競馬保安協会と協議中
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